






























































ウ その後，原子力安全・保安院は，東北地方太平洋沖地震の発生を踏まえ，

活断層の連動性についての検討が必要であると判断し，平成24年 1月 2

7日付けで f東北地方太平洋沖地震から得られた地震動に関する知見を踏

まえた原子力発電所等の耐震安全性評価に反映すべき事項に関する検討指

示J(活断層の連動に関する検討指示)を発出し，同年 2月29日，これ

に対して各事業者から検討結果の報告書が提出された。これを受けて，原

子力安全・保安続は，早期に専門家の意見に基づく評価を行うこととし，

f地震・津波に関する意見聴取会j委員の中から，活断層評価に関係する

委員を選定し J r地震・津波に関する意見聴取会(活断層関係)Jを開催

した(乙第 24号証)。

原子力安全・保安院は，本件各原子炉施設についても J FO-A断層，

FO-B断層及び熊)1f断層の三連動の可能性の有無を改めて評価すること

とし，平成 24年 9月 7日付け rw活断層の連動を考慮した地震動評価』

に関する意見聴取会における指摘及び原子力安全・保安院の対応方針につ

いてj において t fFO-A断層と熊JH断層の間にセグメント境界がある

ことは明確であり，両断層の位置関係と熊川断層の履歴・活動間隔から，

地質構造が連続しないと考えるが，念、のため，連動を考慮した地震動によ

り，施設等の耐震安全性評価を実施することを事業者に求めた。」として

いる。なお，この中には， r小浜湾のB層基底面に， FO-A断層と熊)11

断層の聞が連続するような埋没地形は認められないとしているが， R層上

面コンターで示される地形と併せてみると，熊川断層が JN03測線の位

置まで連続していると見るべきと考える。Jとの記載があるが，これは，

原告らが指摘するように， FO-A断層と熊)11断層の連続性，連動性を認

めたものではなく，熊)fl断層の長さについて指摘がされているにとどまる

ものである(乙第 25号証)。

エ このように J FO-A断層と熊川断層との間には，セグメント境界，す
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